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表   の   見   方 

１ 調査対象事業及び期間 

平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31 日までの間において、地方公営企業法（昭和 28

年法律第292号）を適用している事業（法適用企業）及び同法を適用していない事業（法非

適用企業：地方財政法施行令第46条に掲げる事業並びに有料道路事業、観光地駐車場以外の

駐車場整備事業及び介護サービス事業）について、平成27年度の決算及び業務状況等を調査

したものである。なお、いわゆる「想定企業会計」についても、調査の対象としている。 

 

   注：想定企業会計…従前は公営企業会計として特別会計を設置していたが、現在これを

廃止し、一般会計等において精算及び地方債の償還を行っている場

合等においては、これに係る一切の収支は普通会計から分離される

こととなっており、収支の分離に当たっては、地方公共団体に当該

事業に係る特別会計が設けられているものと想定し、当該想定企業

会計において経理されたものとして取り扱うこととしている。 

            この想定企業会計は、法の当然適用事業に係るものや従前同法を適

用していた事業の精算会計である場合は法適用企業として取り扱

い、それ以外の場合は非適用企業として取り扱うものである。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の区分 

（１）法適用企業（地方公営企業法の規定の全部又は一部を適用している事業） 

 財務諸表等の項目区分は、地方公営企業法施行規則に定める勘定科目に準拠している。 

（２）法非適用企業（地方公営企業法の規定を適用していない事業） 

「歳入歳出決算に関する調」については、法適用企業に準じて作成している。 

３  施設及び業務概況 

    施設は平成28年 3月 31日現在のものであり、業務概況は平成27年度の実績である。 

４  表示単位等 

    各項目における数値のうち、表示単位が百万円である場合は百万円未満で四捨五入 

  している。したがって、その内訳は合計と一致しない場合がある。 

    また、原則として構成比及び増減率等については、千円単位で算出している。 
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市町村（一般会計等） 

繰出金 地方債元利償還金 

※ 実際の会計上は、一般会計内で管理されるか、一般会計とは別に

公債管理のための特別会計が置かれることが想定される。 



【 総 括 】

法適用企業・ 　地方公営企業法の適用の有無による分類。

法非適用企業

受けることとなっている。

等に限定されており、当然に法の全部が適用される訳ではない｡)

企 業 団

制定、議会の設置、企業長の選任等が必要となる。

収益的収支・

資 本 的 収 支

減価償却費、支払利息、動力費及び修繕費等がある。

以外の長期的活動に関連する点で収益的収支との違いがある。

繰出基準通知

政措置がなされている。

累 積 欠 損 金

不 良 債 務

(実質資金不足額)

の営業収益に比べて累積欠損金が多いということであり、不良債務比率とともに企業

額や他会計繰入金等の資本的収入からなり、これらの経費は一年度の企業活動

収益的収支とは、一年度の企業活動に伴って発生する収益及び費用をいう。

累積欠損金比率

累積欠損金

営業収益－受託工事収益

により算出される。この比率が高いことは企業の単年度

資本的収支とは、施設の建設費や企業債償還金等の資本的支出と、企業債発行

経費や公共的必要性から一般会計から繰り出すのが適当な経費がある。

一部事務組合の性格上、その業務は広域事務となり、設立にあたっては規約の

法適用企業において、営業活動によって欠損を生じた場合に、繰越利益剰余金や

積立金等で補てんできなかった損失（赤字）額が累積したもの。

不良債務から当該決算期日における一時借入金又は未払金で、公営企業の建設又は

公営企業の経費の中には、例えば水道事業における消火栓の設置費及び維持

水道、工業用水道、軌道、自動車運送、鉄道、電気及びガスの各事業は、公営企

業を代表する業種であり、企業としての制度を適用するのに適しており、企業とし

法の適用を受ける企業は、組織として管理者を置き経営体制の強化が図られる

する団体。

営体」として一般行政部局とは異なった運営が要請されると同時に、独立採算性に

よる経営が義務づけられることとなる。(病院事業は、法の当然適用が財務規定

ほか、会計は発生主義に基づく複式簿記による経理が行われるなど、「企業経

であるが、経営面からは独立採算性の考え方が準用されることとなる。

これらの経費を各事業ごとに目的・繰り出すべき金額(基準額)について定めた

一年度における主な収益は料金収入及び他会計繰入金等があり、費用は人件費、

管理費、病院事業における救急医療に関する経費等、本来一般会計が負担すべき

地方公営企業関係用語説明

ものが繰出基準通知(各年度とも概ね４月に総務省から通知される。)と呼ばれ、こ

の繰出基準通知に基づき繰り出した額の一部については、別途地方交付税により財

累積欠損金は減価償却費等の現金の支出を要しない経費まで算入されるため、

一部事務組合のうち、地方公営企業法の規定の全部を適用する企業を経営

ての経済性を発揮することが要請されているため、当然に地方公営企業法の適用を

法の適用を受けない場合は、組織、会計及び職員の身分等は一般行政部局と同じ

損益ベースのいわば形式上の赤字額を表しているのに対し、不良債務は減価償却

費等を除いた実質的な資金ベースでの赤字額を表している。実質資金不足額とは

経営悪化の状況を計るものとして利用される。
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実質資金不足額＝不良債務－当年度同意等債で未借入又は未発行の額

（実質資金不足比率）

比率に相当するものといえる。

資 本 費

地方債利息の合計額のことをいう。

に水道事業や下水道事業のようにいわゆる施設装置型企業においては重要である。

なる。普通会計における経常収支比率とは定義が異なるので、注意を要する。

損益勘定職員・

資本勘定職員

の資本的支出に計上される職員を資本勘定(支弁)職員という。

【上水道関係】

末端給水事業・   末端給水事業とは、各家庭まで給水を行う水道事業である。

用水供給事業

となる。

広 域 水 道

有収水量・有収率

されない水があり、いずれも料金としては収入できないこととなる(無収水量)。

入された水量の割合を示し、収入分析の一つに使われる。

地方債を起こすこととしているものの額を控除した額をいう。

経常収益

改良に要する経費に係るもののうち、その支払いに充てるため翌年度において

二以上の地方公共団体に係る水道のこと。先の末端給水・用水供給は水道の利

用形態の分類であるのに対し、これは行政区域の範囲に関する分類である。

年間総有収水量

年間総配水量

したがって、末端給水を行う広域水道と用水供給を行う広域水道がある。

有収水量とは料金として収入された水量のことを指し、具体的には家庭のメー

を損益勘定(支弁)職員といい、主として建設改良に従事するため、給与が予算

用水供給事業とは、この末端給水事業者へ飲用できる水（浄水）を供給する水道

事業のことを言い、浄水の売買代金として末端給水事業者から料金を徴すること

体の資金不足の度合いを判定するために用いられる。普通会計における実質収支

資本費とは、資本の利用に対して支払われる費用を指し、法適用企業の場合は

営業収益－受託工事収益

営業費用－受託工事費用

有収率は で算出され、浄水場から配水された水量のうち料金として収

ターにカウントされた水量のことをいう。浄水場からメーターまでの間において

減価償却費と企業債利息の合計額を、法非適用企業の場合は地方債元金償還金と

公営企業は、建設改良費の財源として企業債に依存するところが大きいため、費

用中資本費の比重も大きく、経営分析における重要な指標の一つとなっている。特

すものである。

は、配水管からの漏水や消火栓に使用される水、メーター故障のためにカウント

で表され、一年度の料金収入額等（営業収益の大半は料金収不良債務比率

不良債務(実質資金不足額)

比率が100％以上の場合は単年度黒字を、100％未満は単年度赤字を表すことと

経常収支比率 　公営企業における経常収支比率は

経常費用

不良債務＝流動負債－(建設改良費等の財源に充てるための企業債等を除く)

営業収支比率

により算出される。したがって、この

－(流動資産－翌年度へ繰越される支出の財源額)

営業収益－受託工事収益

入であり、受託工事収益はほとんど少額)に対する比率で示されるため、当該団

主として営業活動に従事するため、給与が予算の収益的支出に計上される職員

により算出される。通常の営業活動に要する費用を、料金収入

等の営業収益でどの程度賄っているかを示す指標であり、営業活動のもうけ状況を表
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施設利用率・最大

の２つの比率をあわせて見る必要がある。

給 水 原 価

により算出される。

される。

指標であり、経営効率を調べる場合に用いられる。

受 水 費

(受水費)としてコストに算入することになる。

【下水道関係】

公 共 下 水 道

るもので、市町村が事業主体となって行う最も一般的な下水道。

  なお、雨水と汚水を同時に処理する合流式と、別々に処理する分流式とがある。

下水道の種類

単独公共下水道･････････････････一般的な下水道で、処理場を有する。

流域関連公共下水道･････････････････････流域下水道へ接続する下水道で、処理

場をもたない。

　○公共下水道

特定公共下水道････････････････････主として特定の事業者の事業活動に

伴って排出される下水を処理。

特定環境保全公共下水道･･･････････市街化区域以外の区域において実施さ

れる公共下水道。

　○流域下水道･･････････････････

次のいずれかに該当するもの。

・２以上の市町村の区域における下水を排除するもので、かつ終

　末処理場を有するもの。

・２以上の市町村の区域における雨水のみを排除するもので、か

　つその流量を調整するための施設を有するもの。

　○都市下水路･････････････････

市街地の雨水排除を目的とするもので開きょを原則とする下水

道。開きょの内のりが50cm以上で集水区域面積が10ha未満のも

のを原則とする。

年間総配水量

で算出され、１ｍ当たりの管にどれだけの水が流れているかという配水管使用効率

供 給 単 価

給水原価とは、水道事業においては水 1m

3

を給水するための費用をいい、

一日平均配水量

導送配水管延長

が代表的である。ただ、水道事業の場合は、水の需要量が季節的

給水収益

年間総有収水量

施設利用率とともに、最大稼働率＝

一日最大配水量

一日配水能力

稼働率・負荷率

一日配水能力

に変動し、ピーク時と非ピーク時との差が大きく、施設としては最大需要に対処す

市街地の雨水を速やかに排除し、汚水を終末処理場で処理して河川に放流す

末端給水事業が用水供給事業から浄水の卸供給を受ける場合、その反対給付と

して料金を支払うことになるが、この料金を支払う側から見れば受水に係る経費

るよう整備されなければならないため、施設の利用度、適正投資の規模を見るには

により算出

供給単価とは、水1m

3

当たりの販売単価であり、

 経常費用-(受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯工事費)－長期前受金戻入

年間総有収水量

、負荷率＝

一日平均配水量

一日最大配水量

水道事業において、現在の施設の利用状況を示す指標としては、施設利用率＝
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農業集落排水施設

漁業集落排水施設

同様に公営企業として実施されている。

小規模集合排水

処 理 施 設

に下水道事業債の対象とされ、公営企業として実施されている。

特定地域生活排水

処 理 施 設 に下水道事業債の対象とされ、公営企業として実施されている。

個別排水処理施設

業債の対象とされ、公営企業として実施されている。

コミュニティ・プラント

地等に設置されるし尿と家庭雑排水を処理する施設。

維 持 管 理 費

ニングコストである。一年間の総費用から「資本費」を差し引いても求められる。

雨 水 ・ 汚 水

の 経 費 区 分

することとされた。

雨 水 処 理 費

雨水に係る資本費も含む。

汚 水 処 理 費

　下水道事業の経費のうち汚水に係る経費のことで雨水処理費に対する用語。

年 間 有 収 水 量

価を算出する際の基礎となる数値である。

処 理 原 価

出される。

使 用 料 単 価

除して算出される。

雨水処理負担金

　一般会計から下水道会計へ繰り出す雨水処理費相当額のこと。

はないことから、一般会計から繰り出されるものである。

環境省所管の地域し尿処理施設整備事業により設置されるものをいい、住宅団

職員給与費・動力費・薬品費・修繕費・委託料・流域下水道管理負担金(流域

費は本来公費負担とすべき経費であり、下水道使用料により回収されるべきもので

下水道事業の経費のうち雨水に係る経費のこと。雨水に係る維持管理費の外、

一年間に使用料収入として計算された水量のことであり、処理原価や使用料単

1m

３

当たりの汚水処理費のこと。年間の汚水処理費を年間有収水量で除して算

ために雨水・汚水の経費を区分する必要がある。従来、雨水処理に要する経費は

公費が負担し、汚水処理に要する経費は私費（使用料等）で負担すべきとされて

いたが、平成１８年度からは、汚水処理に要する経費の一部についても公費で負担

関連団体のみ)など下水道事業に係る一年間の経費のこと。下水道におけるラン

下水処理に要する経費の一部は公費（一般会計）が負担するため、その算定の

1m

３

当たりの下水道使用料のこと。年間の下水道使用料収入を年間有収水量で

下水道事業の経費には雨水と汚水に係る経費があるが、このうち雨水に係る経

し尿浄化槽であるが、一定の要件の下に下水道事業債の対象とされ、公共下水道と

市町村が汚水等を集合的に処理する施設であって、小規模（原則として２戸以上

環境省所管の浄化槽市町村整備推進事業として整備されるもの。一定の要件の下

公共下水道等により汚水等を集合的に処理することが適当でない地域について、

２０戸未満の規模）な施設で、地方単独事業により実施するもの。一定の要件の下

個別浄化槽の整備を地方単独事業により実施するもの。一定の要件の下に下水道事

農林水産省（水産庁）所管の農業(漁業)集落におけるし尿、生活雑排水等の汚

水、汚泥又は雨水を処理する施設を整備する事業。これらの施設は、法的には共同
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水道事業の各比率の算出方法 

年間総有収水量 

（％） 

（％） 

（％） 

（ｍ3／ｍ） 

（円／ｍ3） 

（円／ｍ3） 

＝ 

＝ 

＝ 

＝ 

＝ 

＝ 

一日最大配水量 

一日配水能力 

一日配水能力 

導送配水管延長 

年間総有収水量 

一日平均配水量 

一日平均配水量 

一日最大配水量 

年間総配水量 

給水収益…注１

1

６）給 水 原 価 

７）資 本 費 ＝ 
年間総有収水量 

減価償却費＋企業債利息＋受水費中の資本費－長期前受金戻入･･･注３ 
（円／ｍ3） 

＝ （人） 
現在給水人口 

損益勘定職員数 

＝ （ｍ3） 
年間総有収水量 

損益勘定職員数 

＝ （％） 
年間総有収水量 

年間総配水量 
× 100 

× 100 ２）施 設 利 用 率 

１）負 荷 率 

３）最 大 稼 働 率 × 100 

４）配水管使用効率 

５）供 給 単 価 

10）有 収 率 

９）職員１人当たり給水量 

８）職員１人当たり給水人口 

下水道事業の各比率の算出方法 

１）普 及 率 

２）有 収 率 

４）使 用 料 単 価 

５）補 助 対 象 率 

  （＝補対率） 

３）処 理 原 価 

（％） ＝ 
行政区域内人口 

現在処理区域内人口 
× 100 

（％） ＝ 
年間汚水処理水量 

年間総有収水量 
× 100 

（円／ｍ3） ＝ 
年間総有収水量 

汚水処理費 

＝ 
使用料収入 

（％） ＝ 
総事業費 

補助対象事業費 
× 100 

（円／ｍ3） 
年間総有収水量 

注１ 簡易水道（法非適用企業）の場合、料金収入。 

２ 簡易水道（法非適用企業）の場合、総費用－受託工事費＋地方債償還金－繰上償還金。 

３ 簡易水道（法非適用企業）の場合、地方債償還金－繰上償還金＋地方債利息＋受水費資本費相当額。 

× 100 

経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯工事費）－長期前受金戻入金･･･注 ２ 
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年延入院患者数 

年延病床数 
× 100 １）病 床 利 用 率 

病院事業の各比率の算出方法 

（％） ＝ 

２）1 日 平 均 患 者 数 
年延入院患者数 

入院診療日数 
入院 ＝ 

年延外来患者数 

外来診療日数 
外来 ＝ 

３）外 来 入 院 患 者 比 率 
年延外来患者数 

年延入院患者数 
（％） ＝ × 100 

４）職員１人 1 日当たり患者数 
年延入院患者数＋年延外来患者数（年延入院外来患者数） 

年 延 職 員 数 
＝ 

年延入院患者数 

年延職員数 
入院 ＝ 

年延外来患者数 

年延職員数 
外来 ＝ 

５）患者１人１日当たり診療収入 
入院外来収益 

年延入院外来患者数 
＝ 

入院収益 

年延入院患者数 
入院 ＝ 

外来収益 

年延外来患者数 
外来 ＝ 

６）職員１人１日当たり診療収入 
入院外来収益 

年延職員数 
＝ 

７）患者１人１日当たり薬品費 
薬品費 

年延入院外来患者数 
＝ 

投薬薬品費 

年延入院外来患者数 
投薬 ＝ 

注射薬品費 

年延入院外来患者数 
注射 ＝ 

８）投 薬 薬 品 使 用 効 率 
薬品収入（投薬分） 

投薬用薬品払出原価 
＝ （％） × 100 

９）注 射 薬 品 使 用 効 率 
薬品収入（注射分） 

注射用薬品払出原価 
＝ （％） × 100 

10）医業収益に対する医療材料費、職員給与費の割合 

医療材料費 
医療材料費 

医業収益 
＝ （％） × 100 職員給与費 

職員給与費 

医業収益 
＝ （％） × 100 

11）検 査 の 状 況 

患者 100 人当たり検査件数  
年間検査件数 

年延入院外来患者数 
＝ × 100 患者 100 人当たり放射線件数 

検査技師１人当たり年間検査件数  
年間検査件数 

年度末検査技師数 
＝ 検査技師１人当たり年間検査収入  

検査収入 

年度末検査技師数 
＝ 

放射線技師１人当たり放射線件数  
年間放射線件数 

年度末放射線技師数 
＝ 放射線技師１人当たり放射線収入  

放射線収入 

年度末放射線技師数 
＝ 

12）病床 100 床当たり職員数 
年度末（各種）職員数 

年度末病床数 
＝ × 100 

年間放射線件数 

年延入院外来患者数 
＝ × 100 


